
伝送システム仕様書 第９次版からの変更点 

 

 

＜概要＞ 

・インターネット請求開始に伴い、伝送による請求方法がＩＳＤＮ回線、インターネットと異なる方式とな

る為、伝送システム仕様書を以下の通り、それぞれに分けて、新規に作成する。 

インタフェース仕様書の適用期間 

平成 26 年 10 月まで 平成 26 年 11 月から 

伝送システム仕様書＜第９次＞ 伝送システム仕様書 

インターネット編 

伝送システム仕様書 

ＩＳＤＮ編 

 

・都道府県・保険者等との伝送によるデータ交換は、全国で統一された仕組みを採用している為、伝送シス

テム仕様書から「都道府県、保険者、市町村、福祉事務所」に関する記載を削除する。 

 

・第９次版における「７．ファイルのダウンロードシーケンスとクライアント側アプリケーション」は実際

には使用していないインタフェースとなる為、削除する。 

 

・第９次版における「１０．伝送インタフェース拡張におけるクライアントからの電文」は都道府県・保険

者等のみで使用しているインタフェースである為、削除する。 

 

・上記に伴い、章立てや頁番号は振り直す。 

 

 



＜第９次版からの変更箇所一覧＞ 

 

                        （内容現在 平成２６年１１月１日） 

Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

１ 表紙 
伝送システム仕様書 

＜第９次＞ 同 
伝送システム仕様書 

ＩＳＤＮ編 

２ 表紙 
平成２５年４月 

同 
平成 ２６年 １１月 

３ １ 

 

同 

「１．はじめに」 

「１．１ 本書の定義」 

「本仕様書は、事業所と連合会間の

データ交換において、ＩＳＤＮ回線

を使用して伝送するシステムの仕

様を規定する。」を追加 

４ １ 
１ データ交換方式概要 

１．１ システムの目的 同 
１．２ データ交換方式概要 

１．２．１ システムの目的 

５ １ 

介護保険制度及び障害者総合支援

制度でも、事務処理の効率化や人員

増の抑制を図ることが求められて

おり、可能な限りシステム化を推進

している。 

現行の医療保険制度では、紙のレセ

プトによる手作業の処理が大部分

を占めているが、介護保険制度で

は、特にこの紙による処理を減らす

ことで事務処理等の効率化が図ら

れている。 

同 

介護保険制度でも、事務処理の効率

化や人員増の抑制を図ることが求

められており、可能な限りシステム

化を推進している。 

介護保険制度では、紙のレセプトに

よる手作業の処理を減らすことで

事務処理等の効率化が図られてい

る。 

６ １ 

伝送システムを導入することによ

り、都道府県・保険者・市町村・福

祉事務所では各種情報の提供にか

かる持ち込みの手間や郵送時間の

削減ができ、 

同 

伝送システムを導入することによ

り、各種情報の提供にかかる持ち込

みの手間や郵送時間の削減ができ、 

７ ２ 
１．２ 対象となる交換情報 

同 
１．２．２ 対象となる交換情報 

８ ２ 

厚生労働省から出ている「インタフ

ェース仕様書」に準拠する。 同 

交換情報に関しては、「インタフェ

ース仕様書 共通編」に準拠する。 

９ ２ 
１．３ システムの対象範囲 

同 
１．２．３ システムの対象範囲 

１０ ２ 

システムとしては、国保連合会中の

介護保険審査支払等システム、障害

者総合支援給付支払等システム、保

険料特別徴収経由機関サブシステム

があり、伝送システムは、都道府県、

保険者、市町村、福祉事務所、事業

所と国保連合会をつなぐシステムで

ある。 

同 

伝送システムは、介護保険審査支払

等システムにおいて事業所と国保

連合会をつなぐシステムである。 

１１ ３ 

 

同 

「システム概念図」 

都道府県・保険者受付サーバ等を削

除したイメージに差し替え 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

１２ ４ 

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所、事業所から国保連合会への接

続はＩＳＤＮ網を利用しターミナル

アダプタによるダイアルアップ（ダ

イアルアップＩＰ接続）とし、ＬＡ

Ｎ間接続は行わない。 

同 

事業所から国保連合会への接続は

ＩＳＤＮ網を利用しターミナルア

ダプタによるダイアルアップ（ダイ

アルアップＩＰ接続）とし、ＬＡＮ

間接続は行わない。 

１３ ４ 

接続の契機はクライアント側からの

みでありリモートクライアント接続

とする。 

同 

接続の契機はクライアント側から

のみであり、リモートクライアント

接続とする。 

１４ ４ 

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所、事業所とのデータ受理は、デ

ータ量と、接続容易性・信頼性向上

を実現する目的で、ＵＮＩＸやＷｉ

ｎｄｏｗｓでは標準のメール転送プ

ロトコル（ＳＭＴＰ、ＰＯＰ３）、お

よびファイル転送プロトコル（ＦＴ

Ｐ）とする。 

同 

事業所とのデータ受理は、データ量

と、接続容易性・信頼性向上を実現

する目的で、ＵＮＩＸやＷｉｎｄｏ

ｗｓでは標準のメール転送プロト

コル（ＳＭＴＰ、ＰＯＰ３）、およ

びファイル転送プロトコル（ＦＴ

Ｐ）とする。 

１５ ４ 

都道府県、保険者、福祉事務所、事

業所側からのデータ送信、国保連合

会からの処理データの送信はメール

転送プロトコルで行う。 

同 

事業所側からのデータ送信、国保連

合会からの処理データの送信はメ

ール転送プロトコルで行う。 

１６ ５ 

 

同 

「伝送システム実装イメージ」 

都道府県・保険者受付サーバ等を削

除したイメージに差し替え 

１７ ６ 
ユーザ ID,パスワードによる人(者)

のチェック 同 
ユーザＩＤ,パスワードによる人

(者)のチェック 

１８ ６ 

・回線番号は、都道府県、保険者、

市町村、福祉事務所、事業所で複数

もってもよい。 

同 

・回線番号は、事業所で複数もって

もよい。 

１９ ７ 

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所、事業所所在の国保連合会へ伝

送の登録を行う。 
同 

事業所所在の国保連合会へ伝送の

登録を行う。 

（「介護給付費の請求及び受領に関

する届」の提出） 

２０ ７ 

ＩＤと仮パスワードおよびメールア

ドレスが記入された電子請求許可票

を受領する。 
同 

ＩＤと仮パスワードおよびメール

アドレスが記入された電子請求登

録結果に関するお知らせを受領す

る。 

２１ ７ 

一都道府県／保険者／市町村／福祉

事務所は、ＩＤを最大３４個迄申請

できる。一事業所は、ＩＤを最大１

０個迄申請できる。 

同 

１事業所は、ＩＤを最大１０個迄申

請できる。 

２２ ７ 

この時のＩＤ，メールアドレスの割

り振りは以下のようになる（ただし、

英字A～ZのうちIおよびOは除く）。 

同 

この時のＩＤ，メールアドレスの割

り振りは以下のようになる。 

２３ 
７ 

８ 

＜都道府県（介護保険審査支払等シ

ステム）＞ 

   ： 

＜事業所（介護保険審査支払等シス

テム）＞ 

ＩＤ  ：J+事業所番号(10 桁)+通

番(1 桁:0～9) 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：J+事業所番号(10 桁)+通

番(1 桁:0～9)@ﾄﾞﾒｲﾝ名 

７ 

ＩＤ  ：J+事業所番号(10 桁)+通

番(1 桁:0～9) 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：J+事業所番号(10 桁)+通

番(1 桁:0～9)@ﾄﾞﾒｲﾝ名 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

２４ ８ 

事業所のＩＤ，メールアドレスの通

番０(ゼロ)、都道府県／保険者／市

町村／福祉事務所のＩＤ，メールア

ドレスの通番記号０(ゼロ)をマスタ

ＩＤ、マスタメールアドレスと呼ぶ。 

７ 

事業所のＩＤ，メールアドレスの通

番０(ゼロ)をマスタＩＤ、マスタメ

ールアドレスと呼ぶ。 

２５ ９ 

電子サービスの登録申請を行うとＩ

Ｄ，仮パスワード，メールアドレス

が記入された許可書を受け取る。 
８ 

伝送の登録申請を行うとＩＤ，仮パ

スワード，メールアドレスが記入さ

れた電子請求登録結果に関するお

知らせを受け取る。 

２６ ９ 

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所、事業所所在の国保連合会のｗ

ｅｂ画面で利用者の認証を行う。 

８ 

事業所所在の国保連合会のｗｅｂ

画面で利用者の認証を行う。 

２７ ９ 

３．４ 都道府県／保険者／市町村

／福祉事務所／事業所へのセキュリ

ティ要件 

 

８ 

３．４ 事業所へのセキュリティ要

件 

２８ ９ 

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所、事業所においては、パソコン

の管理等セキュリティ対策を実施し

なければならない。 

８ 

事業所においては、パソコンの管理

等セキュリティ対策を実施しなけれ

ばならない。 

２９ １０ 

表「各事象と電文」 

＜事象＞ 

「サービス通知」行 

「国保連合会への連絡」行 

９ 

（削除） 

３０ １２ 

４．２．４ サービス情報 

 

４．２．５ 下り連絡情報 

 

４．２．６ 上り連絡情報 

１１ 

（削除） 

 

４．２．４ 下り連絡情報 

 

（削除） 

３１ １３ 

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所、事業所から送られてきたデー

タは、サーバ側で定期的に受け取り

がおこなわれる。 

１２ 

事業所から送られてきたデータは、

サーバ側で定期的に受け取りが行わ

れる。 

３２ １３ 

処理されたデータは、その結果が各

都道府県、各保険者、各市町村、各

福祉事務所、各事業所のマスタメー

ルボックスに蓄積される。 

１２ 

処理されたデータは、その結果が各

事業所のマスタメールボックスに

蓄積される。 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

３３ １３ 

４．４ 電文の２重送信に関して 

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所、事業所より誤ったデータを送

信した場合、データ取り消し電文を

送ることにより前回送信したデータ

は削除される(送信における電文の

インタフェースは「５．２．１（２）」

を参照)。 

データの取り消しに関しては、正し

い電文と認識するまでの処理で可能

であり、その後は外部インタフェー

スに基づく仕様の初回データ優先と

なる。 

よって、削除可能なタイミングは、

送信されたデータをサーバが国保連

合会の各処理システムに渡すまで

（サーバ側から登録情報を返却され

るまで）の一定時間内に限る。この

一定時間内に送られない場合は、国

保連合会の各処理で処理されること

になる。 

同じデータを２度処理してしまった

場合は、国保連合会の各処理の処理

結果としてその旨が、交換情報とし

て通知される。 

１２ 

４．４ 電文の２重送信に関して 

同じデータを２回送信してしまっ

た場合は初回データ優先となり、国

保連合会の各処理で初回データは

正常、２回目のデータはエラーとし

て通知される。 

 

４．５ 電文の取り消しに関して 

事業所より誤ったデータを送信し

た場合、データ取り消し電文を送る

ことにより前回送信したデータは

削除される(送信における電文のイ

ンタフェースは「５．２．１（２）」

を参照)。 

なお、削除可能なタイミングは、送

信されたデータをサーバが国保連

合会の各処理システムに渡すまで

の一定時間内に限る。この一定時間

内に送られない場合は、国保連合会

の各処理で処理されることになる。 

３４ １３ 
４．５ クライアント側における電

文の受け取り場所 
１２ 

４．６ クライアント側における電

文の受け取り場所 

３５ １３ 

サーバ電文の受理情報、受付情報は、

クライアント電文のデータ送信を行

なったアドレスに格納される。 

サーバ電文の結果情報、更新情報は、

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所、事業所のマスタメールアドレ

スに格納される。 

１２ 

サーバ電文の到達確認情報、受付点

検情報は、クライアント電文のデー

タ送信を行なったアドレスに格納

される。 

サーバ電文の結果情報は、事業所の

マスタメールアドレスに格納され

る。 

３６ １４ 

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所、事業所との各種データの交換

はメール転送プロトコルによる電文

で行われる。 

１３ 

事業所との各種データの交換はメ

ール転送プロトコルによる電文で

行われる。 

３７ １５ 

（１）データ送信電文 

： 

識別番号： 

都道府県は、００００００００＋都

道府県番号 

保険者は、００００＋保険者番号 

市町村は、００００＋市町村番号 

福祉事務所は、００１２＋福祉事務

所番号 

事業所は、事業所番号 

１４ 

（１）データ送信電文 

： 

識別番号：事業所番号 

３８ １５ 

伝送整理番号は、１都道府県、１福

祉事務所、１保険者、１事業所内で

ユニークになるような番号体系に

しなければならない。 

１４ 

伝送整理番号は、１事業所内でユニ

ークになるような番号体系にしな

ければならない。 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

３９ １５ 

保険者番号６６６６６６より４件

のデータファイルを送信する場合 １４ 

事業所番号９９９９９９９９９９

より４件のデータファイルを送信

する場合 

４０ １５ 
X-IFArea: 

00006666661999061801,00004 １４ 
X-IFArea: 

99999999991999061801,00004 

４１ １５ 

（２）データ取り消し電文 

： 

識別番号： 

都道府県は、００００００００＋都

道府県番号 

保険者は、００００＋保険者番号 

市町村は、００００＋市町村番号 

福祉事務所は、００１２＋福祉事務

所番号 

事業所は、事業所番号 

１４ 

（２）データ取り消し電文 

： 

識別番号：事業所番号 

４２ １５ 

取り消し伝送整理番号：取り消す伝

送整理番号 形式は伝送整理番号

を参照。 

１４ 

取り消し伝送整理番号：取り消す伝

送整理番号 形式は伝送整理番号

を参照 

４３ １６ 

説明） 

取り消す伝送整理番号を指定する

ことにより、そのデータが取り消さ

れる。取り消し伝送整理番号は複数

記述できない。 

データ取り消し電文の取り消しは

できない。 

１４ 

説明） 

・取り消す伝送整理番号を指定する

ことにより、そのデータが取り消さ

れる。取り消し伝送整理番号は複数

記述できない。 

・データ取り消し電文の取り消しは

できない。 

４４ １６ 

伝送整理番号００００６６６６６

６１９９９０６１８０１のデータ

を取り消す場合 

１４ 

伝送整理番号９９９９９９９９９

９１９９９０６１８０１のデータ

を取り消す場合 

４５ １６ 

X-IFArea: 

00006666661999061802,0000666666

1999061801 

１４ 

X-IFArea: 

99999999991999061802,9999999999

1999061801 

４６ １６ 

データ部分に関しては、厚生労働省

から出ている「インタフェース仕様

書」に準拠する。 

１４ 

データ部分に関しては、「インタフ

ェース仕様書 共通編」に準拠す

る。 

４７ １７ 

解凍はネットワーク制御サーバで、

外部接続にデータを渡す前に行わ

れる。 
１５ 

（削除） 

４８ １７ 

（３）伝送整理番号 

： 

識別番号： 

都道府県は、００００００００＋都

道府県番号 

保険者は、００００＋保険者番号 

市町村は、００００＋市町村番号 

福祉事務所は、００１２＋福祉事務

所番号 

事業所は、事業所番号 

１５ 

（３）伝送整理番号 

： 

識別番号：事業所番号 

４９ １７ 

伝送整理番号は、１都道府県、１福

祉事務所、１保険者、１市町村、１

事業所内でユニークになるような

番号体系にしなければならない。 

１５ 

伝送整理番号は、１事業所内でユニ

ークになるような番号体系にしな

ければならない。 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

５０ １７ 

都道府県／保険者／市町村／福祉

事務所／事業所番号に誤りがない

か（実際に存在するか） 

１５ 

事業所番号に誤りがないか（実際に

存在するか） 

５１ １８－１ 

メールヘッダ、交換情報作成時の文

字コードはシフトＪＩＳ（保険料特

別徴収経由機関サブシステムはＪ

ＩＳコード）でなければならない。 

１７ 

メールヘッダ、交換情報作成時の文

字コードはシフトＪＩＳコードで

なければならない。 

５２ １９ 

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所、事業所からの各種データは国

保連合会を通し、介護保険審査支払

等システム、障害者総合支援給付支

払等システム、保険料特別徴収経由

機関サブシステムにおいて処理さ

れ、処理結果は対応する都道府県、

保険者、市町村、福祉事務所、事業

所へ送られる。 

また、都道府県、保険者、市町村、

福祉事務所、事業所から送られたデ

ータに対する、到達確認情報、受付

点検情報、取り消し情報等が都道府

県、保険者、市町村、福祉事務所、

事業所へ送られる。 

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所、事業所へ送られる結果はメー

ル転送プロトコルによる電文で行わ

れる。 

同 

事業所からの各種データは国保連

合会を通し、介護保険審査支払等シ

ステムにおいて処理され、処理結果

は対応する事業所へ送られる。 

 

 

 

 

 

また、事業所から送られたデータに

対する、到達確認情報、受付点検情

報、取り消し情報等が事業所へ送ら

れる。 

 

 

事業所へ送られる結果はメール転

送プロトコルによる電文で行われ

る。 

５３ ２０ 

（１）到達確認情報返却時 

： 

識別番号： 

都道府県は、００００００００＋都

道府県番号 

保険者は、００００＋保険者番号 

市町村は、００００＋市町村番号 

福祉事務所は、００１２＋福祉事務

所番号 

事業所は、事業所番号 

同 

（１）到達確認情報返却時 

： 

識別番号：事業所番号 

５４ ２０ 

到達情報： 

Success  正しく受け付けた 

IFErr  インタフェース部分に誤り

がある。 

同 

到達情報： 

Success   正常到達 

IFErr     インタフェース違反 

５５ ２０ 
添付ファイルの拡張子が LZH 又は、

CSV ではない場合。 
同 

添付ファイルの拡張子が LZH 又は、

CSV ではない場合に返却される。 

５６ ２０ 
X-IFArea: 

00006666661999061801,Success 
同 

X-IFArea: 

99999999991999061801,Success 

５７ ２１ 

X-IFArea: 伝送整理番号,点検結果,

（データファイル数, 

データファイル名１,受付結果（…

…データファイル名１０,受付結

果, 

データファイル名１１,受付結果…

…データファイル名ｎｎ,受付結

果）） 

同 

X-IFArea: 伝送整理番号,点検結果,

（データファイル数, 

データファイル名１,受付結果（…

…データファイル名ｎｎ,受付結

果）） 
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５８ ２１ 

（２）受付点検情報返却時 

： 

識別番号： 

都道府県は、００００００００＋都

道府県番号 

保険者は、００００＋保険者番号 

市町村は、００００＋市町村番号 

福祉事務所は、００１２＋福祉事務

所番号 

事業所は、事業所番号 

同 

（２）受付点検情報返却時 

： 

識別番号：事業所番号 

５９ ２１ 

クライアントから送られてきたデ

ータを審査支払等システム(外部接

続系)に登録する時点で返却され

る。 

同 

クライアントから送られてきたデ

ータを審査支払等システムに登録

する時点で返却される。 

６０ ２１ 

チェックエラーとは、添付ファイル

が圧縮されていた場合の解凍エラ

ー、伝送整理番号の都道府県／保険

者／市町村／福祉事務所／事業所

番号に誤りがある場合等である。 

同 

チェックエラーとは、添付ファイル

が圧縮されていた場合の解凍エラ

ー、伝送整理番号の事業所番号に誤

りがある場合等である。 

６１ ２２ 

X-IFArea: 

00006666661999061801,Success,00

002,    

kyufu1.csv,DataErr,kyufu2.csv,D

ataErr 

２１ 

X-IFArea: 

99999999991999061801,Success,00

002, 

kyufu1.csv,DataErr,kyufu2.csv,D

ataErr 

６２ ２３ 

（３）取り消し情報返却時 

： 

識別番号： 

都道府県は、００００００００＋都

道府県番号 

保険者は、００００＋保険者番号 

市町村は、００００＋市町村番号 

福祉事務所は、００１２＋福祉事務

所番号 

事業所は、事業所番号 

２２ 

（３）取り消し情報返却時 

： 

識別番号：事業所番号 

６３ ２３ 

IFErr   インタフェース部分に誤

りがある。 

NoData  取り消し伝送整理番号の

データは存在しない、または既に処

理済みのため削除できない 

２２ 

IFErr   インタフェース違反 

 

NoData  取り消し伝送整理番号の

データなし 

６４ ２３ 

取り消し伝送整理番号００００６

６６６６６１９９０６１８０１を

削除した場合 

２２ 

取り消し伝送整理番号９９９９９

９９９９９１９９９０６１８０１

を削除した場合 

６５ ２３ 
X-IFArea:00006666661999061802, 

00006666661999061801,Success 
２２ 

X-IFArea:99999999991999061802,9

9999999991999061801,Success 

６６ ２４ 

データファイル数 ：桁数５桁 添

付したデータファイル(拡張子.CSV

または.XLS)の数 

２３ 

データファイル数 ：桁数５桁 添

付したデータファイルの数 

６７ ２４ 

都道府県／保険者／市町村／福祉

事務所／事業所番号 ２３ 

事業所番号 
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６８ ２４ 

（４）交換情報返却時 

： 

都道府県／保険者／福祉事務所／事

業所番号フォルダ名：（１０桁） 

都道府県は、００００００００＋都

道府県番号 

保険者は、００００＋保険者番号 

市町村は、００００＋市町村番号 

福祉事務所は、００１２＋福祉事務

所番号 

事業所は、事業所番号 

２３ 

（４）交換情報返却時 

： 

事業所番号フォルダ名：事業所番号

(１０桁) 

６９ ２４ 

ただし、台帳そのものの出力に関し

ては電話等、都道府県、保険者、市

町村から依頼があった日時とする。 

２３ 

（削除） 

 

７０ ２６ 

データ部分に関しては、厚生労働省

から出ている「インタフェース仕様

書」に準拠する。 

２４ 

データ部分に関しては、「インタフ

ェース仕様書 共通編」に準拠す

る。 

７１ ２６-１ 

都道府県／保険者／市町村／福祉

事務所／事業所番号(１０桁)作成

日付(８桁)+作成時刻(６桁)．ＬＺ

Ｈ 

２５ 

事業所番号(１０桁) ＋作成日付(８

桁) ＋作成時刻(６桁)．ＬＺＨ 

７２ ２６－２ 

メールヘッダ、交換情報作成時の文

字コードはシフトＪＩＳを使用す

る。 

２６ 

メールヘッダ、交換情報作成時の文

字コードはシフトＪＩＳコードを

使用する。 

７３ 

２７ 

２８ 

２９ 

７．ファイルのダウンロードシーケ

ンスとクライアント側アプリケー

ション 

― 

（削除） 

７４ ３０ 
８．拡張機能におけるサーバからの

電文 
２８ 

７．サーバからの電文の拡張 

（以降の章番号も同様に変更） 

７５ ３０ 

平成１３年秋より、国保連合会側の

審査支払等システムの機能拡張が

行なわれ、それに伴いサーバ側から

の電文を拡張する。 

２８ 

事業所から送られたデータに対し

て、受付点検電文にエラー情報と受

付情報を含む拡張情報ファイルを

追加する。 

７６ ３０ 
拡張機能の有無 

２８ 
電文拡張の有無 

７７ ３０ 

 

２８ 

＜拡張する電文＞ 

取り消し情報 

＜内容＞ 

既存の電文。メールヘッダに拡張情

報を付加する。 

の行を追加 

７８ ３２ 

国保連合会より都道府県、保険者、

市町村、福祉事務所、事業所へメー

ルを使用して連絡を行いたい場合、

または資料を送りたい場合等のため

に下り連絡電文を設定する。下り連

絡電文は国保連合会から都道府県、

保険者、市町村、福祉事務所、事業

所への連絡用とする。 

３０ 

国保連合会より事業所へメールを

使用して連絡を行いたい場合、また

は資料を送りたい場合等のために

下り連絡電文を設定する。下り連絡

電文は国保連合会から事業所への

連絡用とする。 

７９ ３２ 

国保連合会において都道府県、保険

者、市町村、福祉事務所、事業所へ

の連絡事項発生 

３０ 

国保連合会において事業所への連

絡事項発生 
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８０ ３２ 

下り連絡電文を作成し該当都道府

県、保険者、市町村、福祉事務所、

事業所へ送信 

３０ 

下り連絡電文を作成し該当事業所

へ送信 

８１ ３３ 

国保連合会から、都道府県、保険者、

市町村、福祉事務所、事業所への連

絡内容を表す部分であり、メール本

文と添付ファイルからなる。 

３１ 

国保連合会から、事業所への連絡内

容を表す部分であり、メール本文と

添付ファイルからなる。 

８２ ３３－２ 

メールヘッダ、交換情報作成時の文

字コードはシフトＪＩＳを使用す

る。 

３３ 

メールヘッダの文字コードはシフ

トＪＩＳコードを使用する。 

８３ ３４ 

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所、事業所から送られたデータが

エラーであった場合、既存の到達確

認情報の電文に拡張情報１をメール

ヘッダに付加して返信する。 

同 

事業所から送られたデータがエラ

ーであった場合、既存の到達確認情

報の電文に拡張情報１をメールヘ

ッダに付加して返信する。 

８４ ３４ 
８．４．２ インタフェース部分の

規定 同 
７．４．２ インタフェース部分の

規定 

８５ ３４ 

識別番号： 

都道府県は、００００００００＋都

道府県番号 

保険者は、００００＋保険者番号 

市町村は、００００＋市町村番号 

福祉事務所は、００１２＋福祉事務

所番号 

事業所は、事業所番号 

同 

識別番号：事業所番号 

８６ ３４ 
Success  正しく受け付けた 

同 
Success   正常到達 

８７ ３５ 
IFErr  インタフェース部分に誤り

がある 
３４ 

IFErr     インタフェース違反 

８８ ３５ 

X-IFArea: 

00006666661999061801,IFErr 

 

X-Ex1-IFArea: A11111 

同 

X-IFArea: 

99999999991999061801,IFErr 

 

X-Ex1-IFArea: N30102 

８９ ３６ 

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所、事業所から送られたデータが

エラーであった場合、既存の受付点

検情報の電文に拡張情報をメール

ヘッダまたは添付ファイルに付加

して返信する。 

同 

事業所から送られたデータがエラ

ーであった場合、既存の受付点検情

報の電文に拡張情報をメールヘッ

ダまたは添付ファイルに付加して

返信する。 

９０ ３７ 

*1：添付ファイルの詳細は、８．５．

４にて記載しているエラーの情報

(CsvErr.txt)および９章の拡張情

報ファイル(Transmitinfo.txt)を

参照。 

同 

*1：添付ファイルの詳細は、７．５．

４にて記載しているエラーの情報

(CsvErr.txt)および８章の拡張情

報ファイル(Transmitinfo.txt)を

参照。 

９１ ３８ 

X-IFArea: 伝送整理番号,点検結果,

（データファイル数, 

データファイル名１,受付結果（…

…データファイル名１０,受付結

果, 

データファイル名１１,受付結果…

…データファイル名ｎｎ,受付結

果）） 

同 

X-IFArea: 伝送整理番号,点検結果,

（データファイル数, 

データファイル名１,受付結果（…

…データファイル名ｎｎ,受付結

果）） 
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９２ ３８ 
８．５．３ インタフェース部分の

規定 同 
７．５．３ インタフェース部分の

規定 

９３ ３８ 

識別番号： 

都道府県は、００００００００＋都

道府県番号 

保険者は、００００＋保険者番号 

市町村は、００００＋市町村番号 

福祉事務所は、００１２＋福祉事務

所番号 

事業所は、事業所番号 

同 

識別番号：事業所番号 

９４ ３９ 

例１） 

X-IFArea: 

00006666661990061801,CheckErr,0

0003 

X-Ex1-IFArea: A22222 

同 

例１） 

X-IFArea: 

99999999991990061801,CheckErr,0

0003 

X-Ex1-IFArea: N99999 

９５ ３９ 

例２） 

X-IFArea: 

00006666661990061801,Success,00

003,      

AAAA.csv,Success,BBBB.csv,DataE

rr,CCCC.csv,Success 

X-Ex2-IFArea: BBBB.csv,A00100 

同 

例２） 

X-IFArea: 

99999999991990061801,Success,00

003,      

AAAA.csv,Success,BBBB.csv,DataE

rr,CCCC.csv,Success 

X-Ex2-IFArea: BBBB.csv,G90301 

９６ ３９ 

例３） 

X-IFArea: 

00006666661990061801,Success,00

003,      

AAAA.csv,Success,BBBB.csv,DataE

rr,CCCC.csv,Success 

X-Ex2-IFArea: BBBB.csv,A00100 

X-Ex3-IFArea: AAAA.csv,CCCC.csv 

同 

例３） 

X-IFArea: 

99999999991990061801,Success,00

003,      

AAAA.csv,Success,BBBB.csv,DataE

rr,CCCC.csv,Success 

X-Ex2-IFArea: BBBB.csv,G90301 

X-Ex3-IFArea: AAAA.csv,CCCC.csv 

９７ ４１ 
８．６．２ インタフェース部分の

規定 同 
７．６．２ インタフェース部分の

規定 

９８ ４１ 

識別番号： 

都道府県は、００００００００＋都

道府県番号 

保険者は、００００＋保険者番号 

市町村は、００００＋市町村番号 

福祉事務所は、００１２＋福祉事務

所番号 

事業所は、事業所番号 

同 

識別番号：事業所番号 

９９ ４２ 

IFErr     インタフェース部分に

誤りがある。 

NoData     取り消し伝送整理番号

のデータは存在しない、または既に

処理済みのため削除できない 

４１ 

IFErr     インタフェース違反 

NoData    取り消し伝送整理番号

のデータなし 

１００ ４４ 

９．拡張情報の追加における受付点

検電文への添付ファイルの追加 ４２ 

８．受付点検電文への添付ファイル

の追加 

（以降の章番号も同様に変更） 
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１０１ ４４ 

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所または事業所から送られたデ

ータに対して、受付点検電文にエラ

ー情報と受付情報を含む拡張情報

ファイルを追加する。 

４２ 

事業所から送られたデータに対し

て、受付点検電文にエラー情報と受

付情報を含む拡張情報ファイルを

追加する。 

１０２ ４４ 

既存の電文。８章の拡張機能に加え

拡張情報ファイルにエラー情報、受

付情報付加し添付する。 

４２ 

既存の電文。受付点検電文にエラー

情報と受付情報を付加する。 

１０３ ４６ 

以下の２点を「８．５ 受付点検情

報」の電文に拡張情報ファイルとし

て添付し返信する。 

・エラー詳細情報 

・受付件数情報 

４４ 

受付点検電文に、拡張情報ファイル

としてエラー情報と受付情報を添

付し返却する。 

１０４ ４７ 
９．３．３ エラー詳細情報 

４５ 
８．３．３ エラー情報 

１０５ ４７ 
エラー情報を詳細化して返却する。 

４５ 
エラーの情報を詳細化して返却す

る。 

１０６ ４７ 

エラーデータファイル名,エラー行

番号,交換情報識別番号,保険者（事

業所）番号,被保険者番号,サービス

提供年月,サービス種類,エラー項

目番号,エラー項目名,エラーコー

ド,エラー内容 

４５ 

エラーデータファイル名,エラー行

番号,交換情報識別番号,事業所番

号,被保険者番号,サービス提供年

月,サービス種類,エラー項目番号,

エラー項目名,エラーコード,エラ

ー内容 

１０７ ４７ 
・保険者（事業所）番号 

保険者（事業所）番号を設定 
４５ 

・事業所番号 

事業所番号を設定 

１０８ ４８ 
９．３．４ 受付件数 

４６ 
８．３．４ 受付情報 

１０９ ４８ 

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所からの交換情報は対象外（介護

保険審査支払等システムで取り扱

われる給付管理票は対象）とする

が、全レコード件数のみ返却するも

のとする。 

４６ 

（削除） 

１１０ ４９ 
（詳細は付録 c,d 参照） 

４７ 
（詳細は付録ｃ,ｄ参照） 

１１１ 

４９－１ 

４９－２ 

４９－３ 

４９－４ 

４９－５ 

１０．伝送インタフェース拡張にお

けるクライアントからの電文 

― 

（削除） 

１１２ ４９－６ 

１１．本番環境でのテスト機能イン

タフェースについて ４８ 

９．本番環境でのテスト機能インタ

フェースについて 

（以降の章番号も同様に変更） 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

１１３ ４９－６ 

都道府県、保険者、市町村、福祉事

務所がデータを申請する前に、予め

テストデータを使用して伝送シス

テムの正当性および送信したデー

タの正当性を本番環境で確認でき

るインタフェースを規定する。 

なお、本インタフェースは、介護保

険審査支払等システムのデータの

み規定するものであり、障害者総合

支援給付支払等システムおよび保

険料特別徴収経由機関サブシステ

ムのデータに関しては使用できな

い。 

４８ 

事業所がデータを申請する前に、予

めテストデータを使用して伝送シ

ステムの正当性および送信したデ

ータの正当性を本番環境で確認で

きるインタフェースを規定する。 

 

なお、本インタフェースは、介護保

険審査支払等システムのデータの

み規定するものである。 

１１４ ４９－７ 

*1：添付ファイルの詳細は、８．５．

４にて記載しているエラーの情報

(CsvErr.txt)および９章の拡張情

報ファイル(Transmitinfo.txt)を

参照。 

４９ 

*1：添付ファイルの詳細は、７．５．

４にて記載しているエラーの情報

(CsvErr.txt)および８章の拡張情

報ファイル(Transmitinfo.txt)を

参照。 

１１５ ４９－８ １２．文字コードについて ５０ １０．文字コードについて 

１１６ ４９－８ 

Windows Vista では扱う文字コード

の規定値が Unicode(UTF-16)となっ

ており、JIS2004 の文字セットが使

用できるが、クライアントから送信

する交換情報の文字コードは、シフ

トＪＩＳ（保険料特別徴収経由機関

サブシステムではＪＩＳコード）と

規定されており、Unicode および

JIS2004 の文字セットは使用できな

い。 

そのため、Windows Vista 上にて交

換情報を作成する場合、必ずシフト

ＪＩＳコード（保険料特別徴収経由

機関サブシステムではＪＩＳコー

ド）で作成し、JIS2004 で拡張され

た文字を使用してはならない。 

５０ 

Windows Vista 以降の OS では扱う文

字 コ ー ド の 規 定 値 が

Unicode(UTF-16)となっており、JIS 

X 0213：2004（通称 JIS2004）の文

字セットが使用できるが、クライア

ントから送信する交換情報の文字

コードは、シフトＪＩＳコードと規

定されており、Unicode および

JIS2004 で拡張された文字を使用し

てはならない。 

１１７ ４９－８ 
１２．１ 文字コードエラー時の受

付点検情報 
５０ 

１０．１ 文字コードエラー時の受

付点検情報 

１１８ ４９－８ 

交換情報に Unicode または JIS コー

ド（保険料特別徴収経由機関サブシ

ステムは除く）が含まれている場合

等、受付処理にてエラーを検出した

際は、受付点検情報として以下の値

を返却する。 

５０ 

交換情報に Unicode またはＪＩＳコ

ードが含まれている場合等、受付処

理にてエラーを検出した際は、受付

点検情報として以下の値を返却す

る。 

１１９ ４９－８ 

*1：添付ファイルの詳細は、８．５．

４にて記載しているエラーの情報

(CsvErr.txt)および９章の拡張情

報ファイル(Transmitinfo.txt)を

参照。 

５０ 

*1：添付ファイルの詳細は、７．５．

４にて記載しているエラーの情報

(CsvErr.txt)および８章の拡張情

報ファイル(Transmitinfo.txt)を

参照。 

１２０ ５２ 

N10212 データ取り消し電文で伝

送・整理番号の事業者/保険者と取

消整理番号の事業者/保険者は同じ

でなければいけません。 

５３ 

N10212 データ取り消し電文で伝

送・整理番号の事業者と取消整理番

号の事業者は同じでなければいけ

ません。 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

１２１ ５２ 

N40101 整理番号の保険者/事業所

が台帳データベースに登録されて

いません。 

５３ 

N40101 整理番号の事業所が台帳

データベースに登録されていませ

ん。 

１２２ ５５ 

G90201 事業者番号／保険者番号

が指定されていません。 

G90202 事業者番号／保険者番号

の指定方法に誤りがあります。 

５６ 

G90201 事業者番号が指定されて

いません。 

G90202 事業者番号の指定方法に

誤りがあります。 

１２３ ５５ 

 

５６ 

「エラーコードについては、従前の

伝送システム仕様書をベースとして

いるため、福祉事務所特定番号、保

険者番号、都道府県番号に関する内

容もエラーコード一覧に含まれる。」

を追加 

 


